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【様式】 
 

租税特別措置等に係る政策の事前評価書 

1 政策評価の対象とした政策

の名称 

医療提供体制の確保に資する設備の特別償却制度の延長等 

2 対象税目 

 

① 政策評価の

対象税目 

法人税：義（国税１）、法人事業税：義（自動連動）、法人住民税：義（自

動連動） 

② 上記以外の

税目 

所得税：外 

3 要望区分等の別 【新設・拡充・延長】   【単独・主管・共管】 

4 内容 《現行制度の概要》 

Ⅰ．長時間労働の医師等の勤務時間短縮に資する器具及び備品、ソ

フトウェアについて、都道府県に設置された医療勤務環境改善支援

センターの助言の下に作成した医師等労働時間削減計画に基づい

て取得することで、15％の特別償却が受けられる。 

Ⅱ．地域医療構想の実現のため地域医療構想調整会議で合意された

病床の再編等を行った場合に取得又は建設した建物及びその附属

設備について８％の特別償却が受けられる。 

Ⅲ．医療保健業を営む個人又は法人が、取得価格 500 万円以上の高

額な医療用機器（高度な医療の提供に資するもの又は医薬品医療

機器等法に規定する「高度管理医療機器」、「管理医療機器」又は

「一般医療機器」の指定を受けてから２年以内のもの）を取得した場

合に、取得価格の 12％の特別償却が受けられる。 

※全身用 CT・MRI については配置効率化等を促す仕組み講じるこ

とで特別償却が受けられる。 

《要望の内容》 

適用期限を２年間延長し、令和９年３月３１日までとする。 

※Ⅲの措置については対象の機器の見直しを行う。 

《関係条項》 

租税特別措置法第 12 条の２、第 45 条の２ 

5 担当部局 厚生労働省医政局総務課、地域医療計画課、医事課 

6 評価実施時期及び分析対

象期間 

評価実施時期：令和６年８月 

分析対象期間：令和３年度～令和８年度 

7 創設年度及び改正経緯 医療用機器の特別償却制度については、昭和 54 年の創設以降、償

却率、取得価額の下限、対象機器を見直しながら２年毎に延長されて

きた。 

平成 31 年度税制改正では、「医療用機器等の特別償却制度につい

て、長時間労働の実態が指摘される医師等の勤務時間短縮のため必

要な器具及び備品、ソフトウェア、また地域医療提供体制の確保のた

め地域医療構想で合意された病床の再編等の建物及びその附属設

備、さらに共同利用の推進など効率的な配置の促進に向けた高額医

療機器の３点において、特別償却制度の拡充・見直しを行う」として、そ

の適用期限が２年延長された。 

令和３年度税制改正では、配置効率化等を促すための措置を講ず
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るとともに、対象機器の見直しを行った上で、その適用期限が２年延長

された。（令和５年３月 31 日まで）。 

令和５年度税制改正では、本税制における目標の設定、対象機器

の見直しを行った上で、その適用期限が２年延長された。（令和７年３

月 31 日まで）。 

 

 

（参考）医療用機器の特別償却制度の改正状況 

年度 償却率 取得価格の下限 

昭和５４年（創設） 25% 800 千円 

昭和５６年 20% 1,100 千円 

昭和５８年 18% 1,400 千円 

昭和６０年 16% 同上 千円 

昭和６２年 同上 1,600 千円 

平成元年 15% 同上 千円 

平成３年 同上 1,800 千円 

平成４年 同上 2,000 千円 

平成５年 同上 2,200 千円 

平成６年 14% 同上 千円 

平成７年 12% 2,400 千円 

平成９年 14% 4,000 千円 

平成１１年 同上 同上 千円 

平成１３年 同上 同上 千円 

平成１５年 同上 5,000 千円 

平成１７年 同上 同上 千円 

平成１９年 同上 同上 千円 

平成２１年 ※１ 同上 同上 千円 

平成２３年 ※２ 12% 同上 千円 

平成２５年 ※３ 同上 同上 千円 

平成２７年 ※３ 同上 同上 千円 

平成２９年 ※３ 同上 同上 千円 

平成３１年 ※４ 同上 同上 千円 

令和３年  ※４ 同上 同上 千円 

令和４年  ※４ 同上 同上 千円 

令和５年  ※４ 同上 同上 千円 

令和６年  ※４ 同上 同上 千円 

※１ 平成 21 年度延長においては、対象とする医療機器等を、高度な
医療の提供に資するもの又は医薬品医療機器等法に規定する
「高度管理医療機器」、「管理医療機器」又は「一般医療機器」の
指定を受けてから２年以内のものに限定。 

※２ 平成 23 年度延長においては、償却率の見直しと併せて、対象と
する機器の見直しも実施。 

※３ 平成 25 年度、平成 27 年度及び平成 29 年度延長においては、

対象とする機器の見直しを実施。 

※４ 平成 31 年度延長及び令和３年度並びに令和５年度延長におい
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ては、対象とする機器の見直しを実施するとともに、対象機器のう

ち全身用 CT・MRI については配置効率化等を促す仕組みを講じ

た。 

8 適用又は延長期間 令和７年４月１日から令和９年３月 31 日まで 

9 必要性

等 

① 政策目的及

びその根拠 

《租税特別措置等により実現しようとする政策目的》 

Ⅰ.2024 年４月の医師の時間外・休日労働時間の上限規制の適用開

始後も、長時間労働の医師等の勤務時間の短縮に資する設備等の

導入を促すことで、医師の働き方改革を推進し、医師の健康を確保

し地域において安全で質の高い医療を提供する。 

Ⅱ.中長期的な人口構造や地域の医療ニーズの質・量の変化を見据

え、医療機関の機能分化・連携を進め、良質かつ適切な医療を効率

的に提供できる体制を確保するため、地域医療構想の取組を推進

する。 

Ⅲ.医学医術の進歩に応じた高度又は先進的な医療機器の普及促進

及び充実化を図り、安心で安全な最新の医療技術を提供すること

で、地域において良質かつ適切な医療を提供する。 

《政策目的の根拠》 

Ⅰ． 新型コロナにより浮き彫りになった課題に対処しつつも、今後、人

口構造が急速に変化していくことや 2024 年４月の医師の時間外・休

日労働時間の上限規制適用を見据えて、引き続き医師の勤務時間

短縮等の「医師・医療従事者の働き方改革」を進め、医療従事者の

健康を確保の上、医療の質・安全の向上を図ることなどの取組を進

めていかなければならない。 

Ⅱ．中長期的な人口構造や地域の医療ニーズの質・量の変化を見据

え、地域ごとに効率的で不足のない医療提供体制を構築する必要

がある。 

Ⅲ．医療法において、国民の健康の保持に寄与するため、国及び地方

公共団体の責務として「良質かつ適切な医療を効率的に提供する体

制の確保を図る」ことが規定されている。（医療法第１条の３） 

国及び地方公共団体は、前条に規定する理念に基づき、国民に

対し、良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制が確保されるよ

う努めなければならない。 

② 政策体系に

おける政策

目的の位置

付け 

基本目標Ⅰ     安心・信頼してかかれる医療の確保と国民の健康づ

くりを推進すること 

施策大目標１    地域において必要な医療を提供できる体制を整備

すること 

施策目標１－１  地域医療構想の推進等を通じ、新興感染症等への

対応も含めた質の高い効率的な医療提供体制を整

備するとともに、在宅医療・介護連携を図り、地域

包括ケアシステムを構築すること 

施策目標１－２   医療従事者の働き方改革を推進すること 

③ 達成目標及

びその実現

による寄与 

《租税特別措置等により達成しようとする目標》 

Ⅰ．2024 年４月以降、診療に従事する勤務医に適用される一般的な時

間外・休日労働の上限時間の水準を原則月 100 時間未満、年 960

時間以下とし、地域医療確保のためにやむを得ず、医療機関を限定

した上で設定する暫定的な特例水準については、原則月 100 時間

未満、年 1,860 時間以下としたうえで、2035 年度末を終了目標時期

としていることを踏まえ、本特別償却制度等により、財務省主税局と

の調整を踏まえて本税制を適用した医療機関における機器等による
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労働時間短縮効果を可能な範囲で把握しつつ、年間の時間外・休

日労働時間が 1,860 時間を超える医師がいる医療機関の割合を対

前年度で減少させ、2024 年４月までに 0％とするとともに、2027 年

（令和８年度末）においても 0％を維持する。また、「医師の労働時間

短縮等に関する指針」（令和４年１月 19 日厚生労働省告示第７号）

に基づき、暫定的な特例水準が適用される医療機関の時間外・休

日労働時間について、2024 年４月時点での時間外労働時間が年

1,860 時間の場合、対前年度で時間外・休日労働時間が年 960 時間

を超える暫定的な特例水準が適用される医師の時間外・休日労働

時間を減少させ、2027 年（令和８年度末）に 1,635 時間とすることを

目指す。    

Ⅱ．中長期的な人口構造や地域の医療ニーズの質・量の変化を見据

え、医療機関の機能分化・連携を進め、良質かつ適切な医療を効率

的に提供できる体制を確保するため、医療機関の財政的負担を軽

減し、病床再編等を促進する。 

   なお、都道府県への調査結果によると、前適用期間中の目標｢地

域医療構想調整会議の開催回数を約 2,000 回｣については既に開

催済であり、「重点支援区域の設定の要否を判断した都道府県の割

合を 2023 年度末までに 100%｣については 2023 年度末時点で概ね

全ての構想区域で判断済であり、再編の検討に当たっては、医療機

関の財政的負担も考慮される事項であるため、新経済・財政再生計

画改革工程表 2023（令和５年 12 月 21 日経済財政諮問会議）を踏

まえ、以下の２項目を 2025 年度の目標とする。 

・各医療機関の対応方針の策定率を 100％ 

・2025 年における医療機能別(高度急性期、急性期、回復期、慢性

期)の必要病床数を達成するために増減すべき病床数に対する実

際に増減された病床数の割合を 100％ 

また、現行の構想の更なる取組として、国によるモデル推進区域

におけるアウトリーチの伴走支援等を行うとともに、2040 年頃を見

据えた新たな構想の検討を行っているところであり、現行の構想の

取組を令和８(2026)年度まで行い、令和９(2027)年度から新たな構

想の取組を行うことを想定している。2025 年度に得られた機能転

換・再編等の合意に基づく改修工事等は 2026 年度にも及ぶことが

想定されるため、2026 年度の目標は、各医療機関の対応方針の実

施率を 100％とする。 

Ⅲ．「医療の質」を定義する法令や政策はなく「医療の質」についての

定量的な目標を設定することは困難であるが、高額な医療機器への

設備投資額は過去 10 年で低下傾向にあり、特に平成 26 年の消費

税率５％から８％への引上げ以降は医業収益に占める設備投資額

の割合は低調となっている。医療機関における医療機器の新規導

入や買い換えが適切に行われていない可能性があることから、財務

省との調整及び租税特別措置等の効果検証の検討におけるロジッ

クモデルの作成やデータ分析手法等の効果検証をもとに「医療機関

における医業収益に占める高額な医療機器への設備投資額の割

合」が平成 25 年（消費税８％引上げ前）水準（1.9％）と同水準以上

となることを目標として設定する。 
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《政策目的に対する租税特別措置等の達成目標実現による寄与》 

Ⅰ．医師等の労働時間短縮に資する設備等が導入されることにより、

医療従事者の労働時間が短縮されるとともに、 医療従事者の健康

及び医療の質の確保につながっている。 

Ⅱ．これまで PDCA サイクルに基づき、地域医療構想の取組を推進し

てきた結果、公立公的等を除いたその他医療機関の対応方針につ

いては、令和６年３月末時点で「合意・検証済」の割合が医療機関単

位で 90％、病床単位で 95％となっており、取組が進められている。  

また、病床数の変化をみても、病床機能計及び高度急性期・急性

期・回復期・慢性期それぞれにおいて、2025 年の必要量に近づいて

おり、全体として乖離は縮小するなど、医療機関における病床の機

能分化・連携の取組が着実に進んでいる。 

（2015 年から 2022 年度、2023 年にかけての乖離率の変化） 

・病床機能計：＋5.0% → ＋0.7％  → ＋0.1% 

・高度急性期：＋29.9% → ＋20.5％ → ＋22.3% 

 ・急  性  期：＋48.8% → ＋33.2％ → ＋31.2% 

・回  復  期：▲65.2% → ▲46.8％ → ▲45.6% 

 ・慢  性  期：＋24.7% → ＋8.4％  → ＋6.6% 

※病床機能報告の結果を用いて算出 

Ⅲ．医学技術の進歩に応じた高度又は先進的な医療用機器の導入が

促進されたことにより、病巣の早期発見、早期治療につながるなど、

良質かつ適切な医療の提供につながっている。 

10 有効性

等 

①  適用数 Ⅰ．令和元年度 

   （法人税・法人事業税）  ６件  （所得税） １件 

令和２年度 

（法人税・法人事業税）  ２件 （所得税）  ２件 

令和３年度 

（法人税・法人事業税）  １件 （所得税）  １件 

令和４年度 

（法人税・法人事業税）  １件 （所得税）  １件 

令和５年度（推計） 

（法人税・法人事業税）  ３件 （所得税）  １件 

令和６年度～８年度（各年度の推計） 

（法人税・法人事業税）   30 件 （所得税）  ３件 

※令和元～４年度は「租特透明化法に基づく適用実態調査結果」から引用し、令和

５～８年度は都道府県へのヒアリング等により適用見込数を把握 

Ⅱ．令和元年度 

（法人税・法人事業税）   １件 

令和２年度 

（法人税・法人事業税）   ３件 

令和３年度 

（法人税・法人事業税）   ２件 

令和４年度 

（法人税・法人事業税）   ０件 

令和５年度（推計） 

（法人税・法人事業税）   １件 

令和６年度～８年度（各年度の推計） 

（法人税・法人事業税）   ５件 

※法人税・法人事業税は令和元～４年度は「租特透明化法に基づく適用実態調



 

6 

 

査結果」の実績値 

※令和５年度は「都道府県へのヒアリング結果」をそのまま用いて算出 

※令和６年度以降の実績は、各医療機関の対応方針の実施が進み、再編等の

増加が見込まれることを勘案して算出（詳細は別添参照） 

Ⅲ．令和元年度 

（法人税・法人事業税） 506 件 （所得税） 191 件 

令和２年度 

（法人税・法人事業税） 446 件 （所得税） 174 件 

令和３年度 

（法人税・法人事業税） 560 件 （所得税） 175 件 

令和４年度 

（法人税・法人事業税） 544 件 （所得税） 154 件 

令和５年度（推計） 

（法人税・法人事業税） 552 件 （所得税） 163 件 

令和６年度～８年度（各年度の推計） 

（法人税・法人事業税） 548 件 （所得税） 159 件 

※「租特透明化法に基づく適用実態調査結果」、「医療経済実態調査結果」、「医

療施設調査結果」等より推計 

※法人税・法人事業税は、適用数の実績値が令和４年度までの判明であるため、

令和元～４年度は「租特透明化法に基づく適用実態調査結果」とし、令和５年度

については令和３年度と令和４年度の平均値から算出、令和６年度以降につい

ては令和４年度と令和５年度の平均値から算出 

※所得税は、法人・個人の適用割合を推計して算出 

②  適用額 Ⅰ．令和元年度 

（法人税・法人事業税）   26 百万円 （所得税）  1０百万円 

令和２年度 

（法人税・法人事業税）    １百万円 （所得税）  11 百万円 

令和３年度 

（法人税・法人事業税）    ２百万円 （所得税）  10 百万円 

令和４年度 

（法人税・法人事業税）    １百万円 （所得税）  10 百万円 

令和５年度（推計） 

（法人税・法人事業税）   133 百万円 （所得税）  11 百万円 

令和６年度～８年度（各年度の推計） 

（法人税・法人事業税）   126 百万円 （所得税）  10 百万円 

※令和元～４年度は「租特透明化法に基づく適用実態調査結果」から引用し、令和

５～８年度は都道府県へのヒアリング等により適用見込額を把握 

Ⅱ．令和元年度 

（法人税・法人事業税）  １百万円 

令和２年度 

（法人税・法人事業税） 167 百万円 

令和３年度 

（法人税・法人事業税） 170 百万円 

令和４年度 

（法人税、法人事業税）  ０百万円 

令和５年度（推計） 

（法人税、法人事業税）  33 百万円 

令和６年度～８年度（各年度の推計） 

（法人税・法人事業税） 265 百万円 
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※法人税は令和元・２・３・４年度は「租特透明化法に基づく適用実態調査結果」の

実績値。実績値が令和４年度までの判明であるため、令和５年度は「都道府県

へのヒアリング結果」をそのまま用いて算出、令和６年度以降の実績は、各医療

機関の対応方針の実施が進み、再編等の増加が見込まれることを勘案して算出

（詳細は別添参照） 

※法人事業税及び法人住民税は「租特透明化法に基づく適用実態調査結果」、

「都道府県へのヒアリング結果」等により推計。 

Ⅲ．令和元年度 

（法人税・法人事業税） 1,625 百万円 （所得税） 613 百万円 

令和２年度 

（法人税・法人事業税） 1,595 百万円 （所得税） 623 百万円 

令和３年度 

（法人税・法人事業税） 2,322 百万円 （所得税） 725 百万円 

令和４年度 

（法人税・法人事業税） 2,579 百万円 （所得税） 732 百万円 

令和５年度（推計） 

（法人税・法人事業税） 2,451 百万円 （所得税） 729 百万円 

令和６年度～８年度（各年度の推計） 

（法人税・法人事業税） 2,515 百万円 （所得税） 730 百万円 

※法人税は、「租特透明化法に基づく適用実態調査結果」の実績値。実績値が令

和４年度までの判明であるため、令和元～４年度は「租特透明化法に基づく適用

実態調査結果」とし、令和５年度については令和３年度と令和４年度の平均値か

ら算出、令和６年度以降については令和４年度と令和５年度の平均値から算出 

※法人事業税及び法人住民税は「租特透明化法に基づく適用実態調査結果」、

「医療経済実態調査結果」、「医療施設調査結果」等より推計 

※所得税は、法人・個人の適用割合を推計して算出 

③  減収額 Ⅰ．令和元年度  

   （法人税）    ６百万円   （所得税） １百万円 

   （法人事業税）  ０百万円  （法人住民税） ０百万円 

令和２年度 

（法人税）     ０百万円  （所得税） ２百万円 

（法人事業税）  ０百万円  （法人住民税） ０百万円 

令和３年度 

（法人税）     ０百万円  （所得税） １百万円 

（法人事業税）  ０百万円  （法人住民税） ０百万円 

令和４年度 

（法人税）       ０百万円  （所得税） １百万円 

（法人事業税）   ０百万円  （法人住民税） ０百万円 

令和５年度（推計） 

（法人税）   30 百万円 （所得税）  ２百万円 

（法人事業税） ９百万円 （法人住民税） ２百万円 

令和６～８年度（各年度の推計） 

（法人税）   30 百万円 （所得税）  １百万円 

（法人事業税） ８百万円 （法人住民税） ２百万円 

※令和元～４年度は「租特透明化法に基づく適用実態調査結果」の適用額に法人

税率 23.2%、令和５～８年度は都道府県へのヒアリング等で把握した適用見込額

に法人税率 23.2%を乗じて算出。また、法人事業税及び法人住民税についても、

それぞれの基準税率を乗じて算出。 

Ⅱ．令和元年度 
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（法人税）      ０百万円 

（法人事業税）   ０百万円  （法人住民税） 0 百万円 

令和２年度 

（法人税）     39 百万円 

（法人事業税）  11 百万円  （法人住民税） 3 百万円 

令和３年度 

（法人税）        40 百万円 

（法人事業税）    11 百万円  （法人住民税） 3 百万円 

令和４年度 

（法人税）       ０百万円 

（法人事業税）    ０百万円  （法人住民税） 0 百万円 

令和５年度（推計） 

（法人税）       ８百万円 

（法人事業税）    ２百万円  （法人住民税） １百万円 

６年度～８年度（各年度の推計） 

（法人税）       61 百万円 

（法人事業税）    18 百万円  （法人住民税） 4 百万円 

※法人税は令和元・２・３・４年度は「租特透明化法に基づく適用実態調査結果」の

適用額に法人税率 23.2%を乗じて算出。実績値が令和４年度までの判明である

ため、令和５年度は「都道府県へのヒアリング結果」に法人税率 23.2％を用いて

算出、令和６年度以降の実績は、各医療機関の対応方針の実施が進み、再編

等の増加が見込まれることを勘案して算出（詳細は別添参照） 

※法人事業税及び法人住民税は「租特透明化法に基づく適用実態調査結果」、

「都道府県へのヒアリング結果」等にそれぞれの基準税率を乗じて算出。 

Ⅲ．令和元年度 

（法人税）    377 百万円  （所得税） 150 百万円 

（法人事業税） 107 百万円  （法人住民税）26 百万円 

令和２年度 

（法人税）    370 百万円  （所得税） 142 百万円 

（法人事業税） 105 百万円  （法人住民税）26 百万円 

令和３年度 

（法人税）    538 百万円  （所得税） 168 百万円 

（法人事業税） 153 百万円  （法人住民税）38 百万円 

令和４年度 

（法人税）    598 百万円  （所得税） 168 百万円 

（法人事業税） 170 百万円  （法人住民税）42 百万円 

令和５年度（推計） 

（法人税）    569 百万円  （所得税） 168 百万円 

（法人事業税） 162 百万円  （法人住民税）40 百万円 

令和６年度～８年度（各年度の推計） 

（法人税）    583 百万円  （所得税） 168 百万円 

（法人事業税） 166 百万円  （法人住民税）41 百万円 

※法人税は、「租特透明化法に基づく適用実態調査結果」の実績値。実績値が令

和４年度までの判明であるため、令和元～４年度は「租特透明化法に基づく適用

実態調査結果」とし、令和５年度については令和３年度と令和４年度の平均値か

ら算出、令和６年度以降については令和４年度と令和５年度の平均値から算出 

※法人事業税及び法人住民税について、「租特透明化法に基づく適用実態調査

結果」、「医療経済実態調査結果」、「医療施設調査結果」等より推計 

※所得税は、法人・個人の適用割合を推計して算出 
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④ 効果 《政策目的の達成状況及び達成目標の実現状況》 

Ⅰ．当該措置により、労働時間短縮に資する機器等の導入が促進さ

れ、勤務環境の改善に向けた取組全体の効果として、厚生労働省

が都道府県を通じて把握した「令和６年４月時点で副業・兼業先も含

めた時間外・休日労働時間が年通算 1,860 時間相当見込みの人

数」について、令和４年９月時点では約 300 人だったものが令和５年

7 月には約 80 人、令和６年３月には１人となり、この１人について

も、都道府県を通じて令和６年４月以降は解消される見込みである

旨を確認できたことから、目標は達成された。また、無作為に抽出し

た医師を対象としたアンケート調査において、各年６月の１ヶ月間の

おおよその時間外・休日労働時間数について、月 80 時間を超える

医師の割合が令和３年は 13.2%だったものが、令和４年は 11.2％、

令和５年は 9.3％と縮減され（※1）、2024 年４月時点での時間外労

働時間が年 1,860 時間の場合 2027 年（令和８年度末）に 1,635 時

間を目指すという目標に向けて取組が進んでおり、対象機器の活用

も含めた取組の具体的な効果としても、都道府県を通じて医療機関

に聞き取りを行ったところ、機器を導入する前の医師の時間外・休日

労働時間（３ヶ月平均）と比べて、機器導入後は約 30 時間削減され

た事例もあるなど一定の効果が得られていることから、労働時間短

縮に資する設備等の新規導入や更新を行うことで、限られた人員の

中で医療機能を維持しながら労働時間を短縮する効果が更に高ま

る。なお、本制度の過去の適用件数は少ないものの、令和６年５月

に実施した医療関係団体へのアンケート調査の結果、依然として本

制度について知らない医療機関も約８割となっており、更に、適用の

ための事務手続に負担を感じている医療機関もあるため、これまで

の周知に加え、新たな業種の関係団体等とも連携した丁寧な周知

活動や、各都道府県の医療勤務環境改善支援センターによる伴走

型支援の強化等により、適用件数は増えると考えられる。また、医療

機関は売上高利益率が平均で 1％程度（※2）しかなく、更に他の業

種に比べて費用に占める納税額の割合が高い（※3）ことから医療機

関を限定した上で設定する暫定的な特例水準について 2035 年度末

を終了目標としていることも踏まえると、本制度の適用件数は少ない

ものの、今後増えることが見込まれるとともに、前述のような時間外・

休日労働時間の具体的な短縮効果もあることから、勤務時間短縮

に資する機器等の導入を促すために、本制度は引き続き必要と考え

られる。 

   ※1 時間外・休日労働時間の縮減目標の達成状況を直接的に

把握するため、今後、時間外・休日労働時間が年 960 時間を

超える暫定的な特例水準が適用される医師の時間外・休日労

働時間を調査予定。 

   ※2 2022 年度病院の経営状況（独立行政法人福祉医療機構） 

   ※3 2022 年度経済構造実態調査（総務省） 

Ⅱ．これまで PDCA サイクルに基づき、地域医療構想の取組を推進し

てきた結果、公立公的等を除いたその他医療機関の対応方針につ

いては、令和６年３月末時点で「合意・検証済」の割合が医療機関単

位で 90％、病床単位で 95％となっているなど、取組が進められてお

り、令和８年３月末時点では 100％になると見込まれる。 

  （令和５年３月末から令和６年３月末にかけての対応方針の策定率の変化） 

  ・医療機関単位：55% → 90% 
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  ・病 床  単 位：64% → 95% 

※都道府県への調査結果から算出 

また、病床数の変化をみても、病床機能計及び高度急性期・急性

期・回復期・慢性期それぞれにおいて、2025 年の必要量に近づいて

おり、全体として乖離は縮小するなど、医療機関における病床の機

能分化・連携の取組が着実に進んでおり、令和８年３月末にかけ

て、更に乖離が縮小すると見込まれる。 

 （2015 年から 2021 年度、2022 年度、2023 年度にかけての乖離率の

変化と 2025 年の見込） 

・病床機能計：＋5.0% → ＋1.6% → ＋0.６%  → ＋0.２% 

→ ▲0.1% 

・高度急性期：＋30.0% → ＋19.2% → ＋20.8% → ＋23.1% → 

＋24.9% 

・急  性  期：＋48.6% → ＋36.9% → 6＋33.0% → ＋30.9% 

→ ＋29.1% 

・回  復  期：▲65.4% → ▲48.6% → ▲47.0% → ▲45.7% 

→▲43.7%4  ・慢  性  期：＋25.1% → ＋10.0% → ＋8.5%  → 

＋6.8% 

 →＋4.7%※病床機能報告の結果を用いて算出 

PDCA サイクルを通じた取組を更に推進するため、本年３月に

2025 年に向けた地域医療構想の進め方に関する通知を発出し、各

年度に国・都道府県・医療機関が取り組む事項を明確化するととも

に、国が推進区域・モデル推進区域を設定した上で、都道府県に対

してモデル推進区域におけるアウトリーチの伴走支援を実施するな

ど、積極的な支援を講じている。 

なお、都道府県への調査結果によると、前適用期間中の目標｢地

域医療構想調整会議の開催回数を約 2,000 回｣については既に開

催済であり（※1）、「重点支援区域の設定の要否を判断した都道府

県の割合を 2023 年度末までに 100%｣については概ね全ての構想区

域で判断済である（※２）ことから、再編の検討に当たっては、医療

機関の財政的負担の軽減も考慮される事項であるため、本措置が

目標達成に寄与したものと考えられる。 

※1 令和 3 年度：656 回 令和 4 年度：882 回  

※2 令和 3 年度：92.6% 令和 4 年度：92.6% 

Ⅲ．当該措置により、取得価格 500 万円以上の高額な医療用機器の

医学医術の進歩に応じた高度又は先進的な医療機器の普及促進

及び充実化を図ることに一定の効果は得られている。ただし一般病

院においては、給与構成比率が高い割合を占めており、設備投資に

充てる資金を圧迫していることが考えられ、引き続き安心で安全な

最新の医療技術を提供することで、地域において良質かつ適切な医

療を提供するために本制度は不可欠である。 

 

○医療機関における医業収益に占める高額な医療機器への設備投資

額の割合 

年度 R1 R2 R3 R4 

％ 1.3 1.4 1.6 1.5 

年度 R5 R6 R7 R8 

％ 1.4 1.5 1.5 1.5 
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※「租特透明化法に基づく適用実態調査結果」、「医療経済実態調査結果」、 

「医療施設調査結果」等より推計 

 

令和６年５～６月に実施した医療関係団体へのアンケート調査の

結果、437 医療機関のうち 45 医療機関で本制度が利用されてい

る。437 医療機関のうち 227 医療機関が「今後、本制度を利用した

いと思う」と回答し、赤字の医療機関も一定程度あることから適用で

きる場合は多くの医療機関が本制度を利用したいと考えている。今

後も地域において良質かつ適切な医療提供体制が確保され、安心

で安全な最新の医用技術が提供されるために、本措置は引き続き

必要と考えられる。 

 

《達成目標に対する租税特別措置等の直接的効果》 

Ⅰ．医師の時間外・休日労働時間の短縮については、地域の医療需

要等多くの外的要因がある中で、勤務環境の改善に向けた様々な

取組の複合的な効果として生じるものであるが、都道府県を通じて

医療機関に聞き取りを行ったところ、本制度適用医療機関において

は、労働時間短縮に資する機器を導入する前の時間外労働時間（３

ヶ月平均）と比べて、設備導入後は医師の時間外労働時間が約 30

時間削減された事例もあるなど医師の時間外労働時間が減少傾向

となっており、一定の効果が得られている。 

  また、令和６年５月に実施した医療関係団体へのアンケート調査の

結果、約５割の医療機関が本制度の活用を希望しており、勤務時間

短縮に資する設備等を導入し、時間外労働を減少させるために、本

制度は引き続き必要と考えられる。 

なお、財務省主税局との調整を踏まえ、令和５年５月 31 日付で

「医療提供体制の確保に資する設備の特別償却制度について（厚

生労働省医政局長通知）」を改正し、報告書に本税制を適用した医

療機関における機器等による労働時間短縮効果を把握するための

記載欄を設けており、こうした取組を通じて今後は可能な範囲で本

制度の直接的な効果を把握していきたい。 

Ⅱ．新型コロナの感染拡大により、都道府県や医療機関は、新型

コロナ対応が中心となり、地域での協議も進まなかったことか

ら、現時点の活用実績は少ない状況であるが、2023 年度は、

2017 年以降、地域医療構想調整会議の開催回数が最も多く、医

療機関の対応方針について、合意・検証済の割合が増加（※）

するなど、取組は進められている。 

（※）公立公的等を除いたその他医療機関の対応方針の策定状

況は、医療機関数ベースで 64%（令和５年３月末時点）

から 95%（令和６年３月末時点）へ増加している。 

また、再編に当たっての効果については、医療機関へのアンケー

ト調査等で把握しており、将来においてもアンケート調査等で効果を

把握していく。 

なお、都道府県への調査結果によると、前適用期間中の目標｢地

域医療構想調整会議の開催回数を約 2,000 回｣については既に開

催済であり、「重点支援区域の設定の要否を判断した都道府県の割

合を 2023 年度末までに 100%｣については概ね全ての構想区域で判

断済であることから、再編の検討に当たっては、医療機関の財政的

負担の軽減も考慮される事項であるため、本措置が目標達成に寄
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与したものと考えられる。 

Ⅲ．令和６年５～７月に実施した医療関係団体へのアンケート調査の

結果、437 医療機関のうち 45 医療機関で本制度が利用されてい

た。また、租税特別措置等の効果検証を踏まえ調査項目を追加した

ところ、特別償却による効果として、「当初の計画より早く医療用機

器を導入（新規又は買換）できた」と 11 医療機関が回答、「当初の

予定より高性能な医療用機器を導入（新規又買換）できた」と６医療

機関が回答した。導入したことによる具体的効果として、半年以上導

入予定時期が早まったと回答している医療機関が９件、導入した機

器の金額が高くなったと回答している医療機関３件あった。実際に購

入した高額な機器が当初購入予定であった機器よりも先進的かどう

かについて留意は必要だが、医学技術の進歩に応じた高度又は先

進的な医療用機器の導入が促進され、租税特別措置が医療機関に

おける医業収益に占める高額な医療機器への設備投資額の割合

の押し上げに寄与しているものと考えられる。 

上記直接的な効果については、今後も定期的（２年に１回程度）に

医療関係団体へのアンケートを実施することで事後的に検証を行う

こととする予定。  
⑤ 税収減を是

認する理由

等 

Ⅰ．骨太 2019 において、2040 年に向けて人材不足等の新たな課題

に対応するため、地域医療構想の実現に向けた取組、医師偏在対

策、医療従事者の働き方改革を推進し、総合的な医療提供体制改

革を実施するとされており、医師等の勤務負担を軽減し、質が高く効

率的で持続可能な医療提供体制の整備を進めることが求められて

いるところであり、都道府県を通じて医療機関に聞き取りを行ったと

ころ、本制度適用医療機関においては、労働時間短縮に資する機

器を導入する前の時間外労働時間（３ヶ月平均）と比べて、設備導

入後は医師の時間外労働時間が約 30 時間削減された事例もある

など医師の時間外労働時間が減少傾向となっており、一定の効果

が得られている。 

Ⅱ．中長期的な人口構造や地域の医療ニーズの質・量の変化を見据

え、医療機関の機能分化・連携を進め、良質かつ適切な医療を効率

的に提供できる体制を確保するため、医療機関の財政的負担を軽

減し、病床再編等を促進する必要がある。 

Ⅲ．高額な医療用機器の特別償却により、医療機関の経費負担の軽

減が図られ、医学医術の進歩に応じた高度又は先進的な医療用機

器の新規取得、買い換えが促進される。 

11 相当性 ① 租税特別措

置等による

べき妥当性

等 

Ⅰ．補助金等による支援の場合、補助対象となるには複数の要件（地

域医療において特別な役割があり、かつ過酷な勤務環境となってい

ると都道府県知事が認める医療機関）を満たす必要がある。一方、

本特例措置により、補助対象とならない医療機関を含めより広範に

制度を利用する機会を与えることで、医療機関全体で長時間労働の

医師の労働時間短縮と提供される医療の質の確保の両立が期待で

きることから、医師の働き方改革の推進と地域医療の確保の両立を

図るため税制による優遇措置を行うことが妥当である。 

Ⅱ．医療機関が病床再編等を行うには、医療機関の費用負担の軽減

を図ることが重要である中、本措置は、再編等を行う多くの医療機

関が対象となるため、負担軽減策として非常に効果的であり、病床
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再編等を更に推進するため、本措置を延長することが妥当である。  

なお、医療機関の対応方針の「合意・検証済」の割合の増加に伴

い、建物及びその附属設備の取得を伴う病床の再編等の増加も見

込まれるため、本優遇措置の延長が必要である。 

Ⅲ．良質かつ適切な医療を提供するためには、医学医術の進歩に応じ

て、高度又は先進的な医療用機器の導入を促進する必要があるた

め、医療機関の経費負担の軽減が図られる本施策は効果的であ

る。また、一定金額以上の高額な医療用機器の購入者に対し、幅広

く支援を行うために、補助金等と比べて、より広範に制度を利用する

機会を与えることが可能となることから税制による優遇措置を行うこ

とが妥当である。 

② 他の支援措

置や義務付

け等との役

割分担 

Ⅰ．補助金等による支援の具体例として、地域医療介護総合確保基

金（区分６）があるが、補助対象となるには複数の要件（地域におい

て特別な役割があり、かつ過酷な勤務環境となっていると都道府県

知事が認める医療機関）を満たす必要がある。一方で、本特例措置

は補助対象にならない医療機関も利用可能であり、長時間労働の

医師がいる医療機関全体で医師の労働時間短縮と提供される医療

の質の確保の両立が可能である。 

Ⅱ．補助金等による支援の具体例として、地域医療介護総合確保基

金（区分１）があるが、本措置は再編等を行うより多くの医療機関が

対象となるため、負担軽減策として効果的である。 

Ⅲ．独立行政法人福祉医療機構では、民間金融機関が融資しない高

額な医療機器の購入資金に対する低利融資を行っているが、税制

による優遇措置では医療機関の経費負担の軽減が図ることが可能

である。 

③ 地方公共団

体が協力す

る相当性 

Ⅰ． 医師の働き方改革の推進は、地域医療体制の確保と一体的に

進める必要があり、各医療機関が、単に労働時間を短縮するのでは

なく、タスク・シフト/シェアや ICT の活用等による業務効率化を図る

ことは、更なる少子高齢化の状況下において都道府県が確保すべ

き地域の医療提供体制の維持に不可欠である。このため、本制度を

適用して勤務時間短縮に資する機器等の導入を促すことで、地方公

共団体が医療提供体制の確保のために策定する地域医療計画等

の実現にも寄与するものと考えられる。 

Ⅱ． 地域医療構想は、中長期的な人口構造や地域の医療ニーズの

質・量の変化を見据え、医療機関の機能分化・連携を進め、良質か

つ適切な医療を効率的に提供できる体制を確保するためのものであ

る。 

Ⅲ． 医療法において、国民の健康の保持に寄与するため、国及び地

方公共団体の責務として「良質かつ適切な医療を効率的に提供す

る体制の確保を図る」ことが規定されている。（医療法第１条の３） 

同条に規定する理念に基づき、医学医術の進歩に応じた高度又

は先進的な医療機器の普及促進及び充実化を図り、安心で安全な

最新の医療技術を提供することは、地域において良質かつ適切な

医療の提供体制を確保することに寄与している。 

12 有識者の見解 ― 
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13 前回の事前評価又は事後

評価の実施時期 

令和４年８月（厚労０１） 

 

 



※１　高額な医療用機器の特別償却制度　適用実績、減収見込額推計
（単位：千円）

【令和元年度】

経営体 区分
減価償却費①
（医療機器）

施設数② ③（①×②）
500万円以上の
医療機器割合④

基準額
⑤（③×④）

⑤合計に
占める割合

特別償却額
⑥

基準税率 減収見込額
基準税率
（住民税）

基準税率
（事業税）

法人事業税

病　院 16,348 5,720 93,510,560 89.8% 83,972,483 1.0% - 都道府県 3,769 -

診療所 2,278 43,593 99,304,854 38.5% 38,232,369 6.0% - 市町村 22,616 -

歯　科 2,105 14,762 31,074,010 41.1% 12,771,418 7.0% 6.6% 合計 26,385 107,230

病　院 5,333 174 927,942 89.8% 833,292

診療所 1,366 41,073 56,105,718 38.5% 21,600,701

歯　科 1,309 53,133 69,551,097 41.1% 28,585,501 8.3% 50,894

28,739 158,455 350,474,181 185,995,764 100.0%
医療法人との
割合から算出

別表１から引用
526,543

【適用件数の推計】 【別表１】令和元年所得

適用件数
⑤合計に
占める割合

推計件数 課税前所得
区分

（所得階級）
所得税負担率

法人税 506 72.6% 病　院 16,809

所得税 27.4% 191 診療所 10,402

歯　科 5,910
500～

1000万円
8.3%

【令和２年度】

経営体 区分
減価償却費①
（医療機器）

施設数② ③（①×②）
500万円以上の
医療機器割合④

基準額
⑤（③×④）

⑤合計に
占める割合

特別償却額
⑥

基準税率 減収見込額
基準税率
（住民税）

基準税率
（事業税）

法人事業税

病　院 15,783 5,687 89,757,921 89.8% 80,602,613 1.0% - 都道府県 3,701 -

診療所 2,199 44,219 97,237,581 38.5% 37,436,469 6.0% - 市町村 22,205 -

歯　科 2,091 15,161 31,701,651 41.1% 13,029,379 7.0% 6.6% 合計 25,906 105,281

病　院 4,465 156 696,540 89.8% 625,493

診療所 1,382 40,310 55,708,420 38.5% 21,447,742

歯　科 1,367 52,103 71,224,801 41.1% 29,273,393 7.8% 48,627

27,287 157,636 346,326,914 182,415,089 100.0%
医療法人との
割合から算出

別表２から引用
512,220

【適用件数の推計】 【別表２】令和２年所得

適用件数
⑤合計に
占める割合 推計件数 課税前所得

区分
（所得階級）

所得税負担率

法人税 446 71.9% 病　院 17,045

所得税 28.1% 174 診療所 10,724

歯　科 5,871
500～

1000万円
7.8%

【令和３年度】

経営体 区分
減価償却費①
（医療機器）

施設数② ③（①×②）
500万円以上の
医療機器割合④

基準額
⑤（③×④）

⑤合計に
占める割合

特別償却額
⑥

基準税率 減収見込額
基準税率
（住民税）

基準税率
（事業税）

法人事業税

病　院 16,866 5,681 95,815,746 89.8% 86,042,540 1.0% - 都道府県 5,387 -

診療所 2,480 45,048 111,719,040 38.5% 43,011,830 6.0% - 市町村 32,324 -

歯　科 2,130 15,635 33,302,550 41.1% 13,687,348 7.0% 6.6% 合計 37,711 153,260

病　院 2,269 137 310,853 89.8% 279,146 15.0% 108,792

診療所 1,292 40,304 52,072,768 38.5% 20,048,016

歯　科 1,140 51,650 58,881,000 41.1% 24,200,091

26,177 158,455 352,101,957 187,268,971 100.0%
医療法人との
割合から算出

別表１から引用
706,271

【適用件数の推計】 【別表１】令和３年所得 （単位：千円）

適用件数
⑤合計に
占める割合 推計件数 課税前所得

区分
（所得階級）

所得税負担率

法人税 560 76.2% 病　院 17,470
1000～
2000万円

15.0%

所得税 23.8% 175 診療所 9,003

歯　科 5,490

【令和４年度】

経営体 区分
減価償却費①
（医療機器）

施設数② ③（①×②）
500万円以上の
医療機器割合④

基準額
⑤（③×④）

⑤合計に
占める割合

特別償却額
⑥

基準税率 減収見込額
基準税率
（住民税）

基準税率
（事業税）

法人事業税

病　院 18,023 5,658 101,974,134 89.8% 91,572,772 1.0% - 都道府県 5,984 -

診療所 2,437 45,967 112,021,579 38.5% 43,128,308 6.0% - 市町村 35,904 -

歯　科 2,127 16,241 34,544,607 41.1% 14,197,833 7.0% 6.6% 合計 41,888 170,234

病　院 4,035 126 508,410 89.8% 456,552 15.0% 109,761

診療所 1,207 40,064 48,357,248 38.5% 18,617,540

歯　科 1,110 50,896 56,494,560 41.1% 23,219,264

28,939 158,952 353,900,538 191,192,269 100.0%
医療法人との
割合から算出

別表２から引用
765,968

【適用件数の推計】 【別表２】令和４年所得
（単位：千円）

適用件数
⑤合計に
占める割合 推計件数 課税前所得

区分
（所得階級）

所得税負担率

法人税 544 77.9% 病　院 17,029
1000～
2000万円

15.0%

所得税 22.1% 154 診療所 9,844

歯　科 5,569

【令和５年度】

経営体 区分
減価償却費①
（医療機器）

施設数② ③（①×②）
500万円以上の
医療機器割合④

基準額
⑤（③×④）

⑤合計に
占める割合

特別償却額
⑥

基準税率 減収見込額
基準税率
（住民税）

基準税率
（事業税）

法人事業税

病　院 17,445 5,658 98,703,810 89.8% 88,636,021 1.0% - 都道府県 5,686 -

診療所 2,459 45,967 113,032,853 38.5% 43,517,648 6.0% - 市町村 34,114 -

歯　科 2,129 16,241 34,577,089 41.1% 14,211,184 7.0% 6.6% 合計 39,800 161,747

病　院 3,152 126 397,152 89.8% 356,642 15.0% 109,277

診療所 1,250 40,064 50,080,000 38.5% 19,280,800

歯　科 1,125 50,896 57,258,000 41.1% 23,533,038

27,560 158,952 354,048,904 189,535,333 100.0%
医療法人との
割合から算出

別表３から引用
736,123

＊施設数は、令和４年10月1日現在のものを使用
＊減価償却費、特別償却額は、令和３年度と令和４年度の平均値を使用

【適用件数の推計】適用件数は令和３、４年度の平均値 【別表３】令和３、４年所得の平均値
（単位：千円）

適用件数
⑤合計に
占める割合 推計件数 課税前所得

区分
（所得階級）

所得税負担率

法人税 552 77.2% 病　院 17,250
1000～
2000万円

15.0%

所得税 22.8% 163 診療所 9,424

歯　科 5,530

合計

1000～
2000万円

15.0%

個人 28.1% 623,425
15.0% 93,514

合計

1000～
2000万円

16.1%

法人住民税

医療法人 71.9% 1,595,170 23.2% 370,079

個人 27.4% 613,175
16.1% 98,721

法人住民税

医療法人 72.6% 1,624,690 23.2% 376,928

7.9% 57,808

合計

500～
1000万円

7.9%

合計

個人 22.1% 731,741

個人 22.8% 728,511

法人住民税

医療法人 77.2% 2,450,711 23.2% 568,565

法人住民税

医療法人 77.9% 2,579,304 23.2% 598,399

500～
1000万円

8.1%

合計

法人住民税

医療法人 76.2% 2,322,118 23.2% 538,731

個人 23.8% 725,281
8.1% 58,748

8.0% 58,281

500～
1000万円

8.0%



【令和６～８年度】

経営体 区分
減価償却費①
（医療機器）

施設数② ③（①×②）
500万円以上の
医療機器割合④

基準額
⑤（③×④）

⑤合計に
占める割合

特別償却額
⑥

基準税率 減収見込額
基準税率
（住民税）

基準税率
（事業税）

法人事業税

病　院 17,734 5,658 100,338,972 89.8% 90,104,397 1.0% - 都道府県 5,835 -

診療所 2,448 45,967 112,527,216 38.5% 43,322,978 6.0% - 市町村 35,009 -

歯　科 2,128 16,241 34,560,848 41.1% 14,204,509 7.0% 6.6% 合計 40,844 165,991

病　院 3,594 126 452,844 89.8% 406,654 15.0% 109,519

診療所 1,229 40,064 49,238,656 38.5% 18,956,883

歯　科 1,118 50,896 56,901,728 41.1% 23,386,610

28,250 158,952 354,020,264 190,382,031 100.0%
医療法人との
割合から算出

別表３から引用
751,411

＊施設数は、令和４年10月1日現在のものを使用
＊減価償却費、特別償却額は、令和４年度と令和５年度の平均値を使用

【適用件数の推計】適用件数は令和４、５年度の平均値 【別表３】令和４、５年所得の平均値
（単位：千円）

適用件数
⑤合計に
占める割合

推計件数 課税前所得
区分

（所得階級）
所得税負担率

法人税 548 77.5% 病　院 17,140
1000～
2000万円

15.0%

所得税 22.5% 159 診療所 9,634

歯　科 5,550

【出典】

・第24回医療経済実態調査結果（減価償却費（医療機器）、課税前所得）
・医療施設調査結果（施設数）
・医療機関等の設備投資に関する調査結果（500万円以上の医療機器割合）
・租税特別措置法の適用実態調査結果（特別償却額、適用件数）
・申告所得税標本調査結果（区分（所得階層）、所得税負担率）

500～
1000万円

8.0%

個人
8.0% 58,410

法人住民税

23.2% 583,482

合計

22.5% 730,126

医療法人 77.5% 2,515,008


